
事業者名：
役 　  職：
氏　　 名：

解答欄に、正解は〇、間違いは×を付けて下さい。

１． ○

２． ○

３． ○

４． ×

５． ○

６． ×

７． ○

８． ×

【令和８年４月実施】

試　験　問　題

解答欄

一般貸切旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、道路運送法に規定されてい
る一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新の申請があった場合において、有効期
間の満了の日までにその申請の処分がなされないときは、従前の一般貸切旅客自動
車運送事業の許可は、有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおそ
の効力を有する。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ、国土
交通大臣に届け出なければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更するときは、三十日前までに届
け出なければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込を受けた順序により、旅客の運送をしな
ければならないが、急病人を運送する場合はこの限りではない。

貸切バスの営業所の名称を変更するときは、事業計画変更の認可を受ける必要があ
る。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に
存する旅客の運送をしてはならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、いかなる場合であっても、乗合旅客の運送をし
てはならない。

【正誤問題】



９． ○

１０． ○

１１． ×

１２． ×

１３． ×

１４． ○

１５． ×

１６． ○

１７． ○

１８． ×

一般貸切旅客自動車運送事業者は、無償である場合に限り、その名義を他人に利用
させることができる。

一般貸切旅客自動車運送事業者は管理の受託及び委託については、国土交通大臣
の認可を受けなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、三十
日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければない。

事業用自動車を使用するものは、その自動車の外側に、使用者の氏名、名称又は
記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。

貸切バス事業者の事業計画は、営業区域、営業所の名称及び位置営業所ごとに配
置する事業用自動車の数である。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをして
はならない。

一般旅客自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなけ
ればならない。

一般貸切旅客自動車運送事業廃止届出書には、「廃止する理由」を記載する必要が
ある。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情
を受け付けた場合には、法令に掲げる事項を営業所ごとに記録し、かつ、その記録を
整理して一年間保存しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受した場合は、運賃又は料
金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、運賃及び料金の
額を記載した運送引受書を交付した場合は、この限りでない。



１９． ○

２０． ○

２１． ×

２２． ○

２３． ×

２４． ○

２５． ○

２６． ○

２７． ×

２８． ×

一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の道路、
地名、著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅が明示された地図であっ
て地方運輸局長が指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。

日々雇い入れられる者や二月以内の期間を定めて使用される者は貸切バスの運転
者として選任できない。

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が退職等により運転者でなくなっ
た場合には、直ちに、当該運転者に係る乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及
び理由を記載し、これを三年間保管しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の
点検及び清掃のための施設を設けなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は毎事業年度の経過後に輸送の安全に関する基
本的な方針その他の輸送の安全にかかわる情報を公表しなければならない。なお、
その内容を国土交通大臣に報告する義務はない。

一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命ぜ
られた場合、その日から二年を経過した者であれば、事業者の運行管理を補助する
者に選任することができる。

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の
概要について記録するとともに、その記録を三年間保存しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、
すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のある営業所に掲示
しなければならない。

死者又は旅客に１人以上の重傷者が生じた事故が発生したときは、電話、ＦＡＸ等適
当な方法により、２４時間以内に、その事故の概要を運輸支局長に速報しなければな
らない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者の酒気帯びの有無の確認のためにアル
コール検知器を用いる必要があるが、アルコール検知器が故障してしまった場合はこ
の限りではない。



２９． ○

３０． ×

３１． ○

３２． ×

３３． ×

３４． ×

３５． ○

輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインは、旅行業者、地方自
治体、学校関係者等の利用者に貸切バス事業者の選定に際して、運行の安全面の
ポイントを分かりやすく示すことにより、単純な価格比較のみで選ぶのではなく、より
安全にも留意した選定を促すことを目的としている。

一般貸切旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者の１日の拘束時間は、１３時
間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は１
６時間とすること。この場合において、１日についての拘束時間が１５時間を超える回
数は１週間につき３回が限度である。

旅客自動車運送事業の乗務員は、旅客の現存する事業用自動車の中で喫煙しては
ならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、自動車の事故により十人以上の負傷者を生じ
た場合、当該事故があった日から三十日以内に当該事故ごとに自動車事故報告書を
三通提出しなければならないが、運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続
することができなくなった場合には、自動車事故報告書を提出する必要はない。

旅客が運送を申し込む際の運送申込書は、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送
約款に規定されているが、道路運送法と旅客自動車運送事業運輸規則には規定され
ていない。

自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車
にあっては二年とする。（ただし、検査対象軽自動車は除く）

旅客自動車運送事業運輸規則第四十七条の七第一項の規定に基づき旅客自動車
運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等（国土交通省告示第1089
号）に「輸送の安全に関する基本的な方針」は定めにない。



３６.

① ②

３７.

③ ④

３８.

⑤ ⑥ ⑦

【選択問題】
次の法令の（　）にあてはまる言葉を下から選び、記号を入れて下さい。

この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正か合理的なものと
することにより、道路運送の利用者の（ 　①　　）を保護するとともに道路運送の総合的な発達を
図り、もつて（ 　②　 ）を増進する事を目的とする。
※文中の「この法律」とは、道路運送法のことです。

一般旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、（ 　　③　　）を起こしその他国土
交通省令で定める（ 　　④　　 ）を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類原因その他国土交通
省令で定める事項を国土交通大臣に届出なければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の（　　⑤　　 ）の確保に関する業務をわせるた
め、国土交通省令で定める（ 　　⑥　　 ）ごとに、運行管理者資格者証の交付受けている者のう
ちから、（ 　　⑦　　 ）を選任しなければならない。

　　ア．所有権　　イ．運行管理者　　ウ．出発地　　エ．保安基準　　オ．運行の安全

　　カ．技術の向上 　　キ．火災　　ク．利益　　ケ．迅速　　コ．走行距離

　　サ．重大な事故　　シ．運営を適正　　ス．目的地　　セ．点検　　ソ．継続

　　タ．営業所  　　チ．公害の防止　　ツ．適切な時期　　テ．公共の福祉
　
　　ト．保護　　ナ．乗務員の服務

イタオ

サキ

テク



３９.

４０.

【筆記問題】

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し（　　　）又
はこれに類するものを支払った場合には、その額を記載した書類を、前項の運送引受書の写しと
ともに、当該運送の終了の日から一年間保存しなければならない。

手数料

国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が一年以上の拘禁刑に
処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から（　　　）を経過してない者で
あるとき、許可をしてはならない。

５年

（　　）にあてはまる語句を記入して下さい。


